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第２ 章 各国の事例 

 

第３ 節 ド イ ツ連邦共和国（ Feder al  Republ i c of  Ger many）  

 

 
 

■ 基礎データ 1（ 2019 年）  

 

面積     35. 7 万㎢ 

総人口    83, 166, 711 人（ St at i st i sches Bundesamt  2020a）  

首都     ベルリ ン 

言語     ド イ ツ語 

宗教     カ ト リ ッ ク （ 29. 9％）、 プロテスタ ント （ 28. 9％）、 イ スラ ム教（ 2. 6％）、

ユダヤ教（ 0. 1％）  

労働力率   60. 8％（ I LO 2020a）  

失業率    3. 1％（ I MF 2020）  

Ｇ Ｄ Ｐ         38, 600 億ド ル（ I MF 2020）  

１ 人当たり 名目Ｇ Ｄ Ｐ  46, 470 ド ル（ I MF 2020）  

実質Ｇ Ｄ Ｐ 成長率   0. 6％（ I MF 2020）  

 

■ はじ めに 

 

 ド イ ツ は、ヨ ーロッ パの中でも 男女平等に積極的に取り 組む国である。世界経済フ ォ ーラ

ムが 2021 年に公表し た「 Gl obal  Gender  Gap Repor t  2021」 によると 、 ジェ ンダー・ ギャ ッ

プ指数（ Gender  Gap I ndex： GGI ） については、 対象の 156 か国中 11 位にラ ンク イ ンし てい

る。 だが、 戦後早い段階から ジェ ン ダー平等に取り 組んでいたわけではない。 ド イ ツ民主共

和国（ 以下、 旧東ド イ ツと 略記） では、 社会主義体制のも と で女性の就労が当然と さ れてい

た一方で、 東西ド イ ツ統一後の 1990 年代後半までは、 ド イ ツ連邦共和国（ 以下、 旧西ド イ

ツと 略記） から 引き 継がれた、「 男性は仕事、 女性は家庭」 と いう 価値観や、 いわゆる 「 ３

歳児神話」（ ３ 歳以下の子ども たちは親元で育てるべき と いっ た伝統的な考え） が根強く 残

                                                   
1
「 面積・ 首都・ 言語・ 宗教」 は、 外務省， 2019，「 ド イ ツ連邦共和国（ Feder al  Republ i c of  Ger many） 基礎データ 」， 外

務省ホームページ，（ 2020 年 10 月 22 日取得， ht t ps: //www. mof a. go. j p/mof aj /ar ea/germany/dat a. html ） を参考に記

載。  

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/germany/data.html
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っ ていた。 2000 年以降、 自ら 母親と し て働き 続けた経験を 持つ政治家の強力なリ ーダーシ

ッ プのも と 、子育てを母親が家庭で担う べき と する子育て観から の転換を図り 、ジェ ンダー

平等を踏まえた積極的な両立支援が急ピッ チで進めら れる こ と になっ た。  

日本においても 、 いまだ「 男性は仕事、 女性は家庭」 と いう 固定的性別役割分担意識が根

強いと 言える。 特に、 神奈川県「 平成 28 年度県民ニーズ調査（ 課題調査）」 において、 家庭

における 役割分担では、育児や介護を 必要と する子ども や親がいる 人の場合、育児は約９ 割

が「 子ども の母親」 が、 介護は７ 割弱が「 妻」 が行っ ていると 回答し ており 、 こ う し た役割

分担の偏り が女性の就業継続を困難にし ている。 日本と ド イ ツは、 産前・ 産後の休暇日数や

育児給付金の金額は同程度、 また家事を メ イ ン で担当する のは女性と いう 風潮が強いと い

う 類似点があるにも かかわら ず、ジェ ンダー・ ギャ ッ プ指数ラ ンキングで、ド イ ツは 11 位、

日本は 120 位と 大き く 離れている。  

わずか 30 年ほど前までは、 家族が育児や介護の主な担い手になるこ と を 期待する政策を

取っ ていたド イ ツ が、 どのよ う にし て女性の就労支援と 子育ての両立条件を 整える と いう

方向へ転換し たのか、 家族・ ジェ ンダー政策の歴史的変遷を概観し ながら 、 各種制度や取組

について紹介する。  

 

■ 節の構成 

 

ド イ ツの女性―日本と の比較の視点から  

１  国や自治体の諸制度 

（ １ ） キャ リ アを 中断せず働き 続けるための取組 

ア 男女共同参画社会に向けた取組の歴史的変遷 

   （ ア） 戦後から 東西ド イ ツ統一までの政策 

（ イ ） 21 世紀の政策転換 

イ  現行育児休業制度概要 

（ ア） 出産休暇制度 

（ イ ） 育児休暇制度 

ａ  育児休暇制度の内容 

ｂ  父親の育児休暇制度利用状況と 取得促進のための取組 

（ ウ） 看護休暇制度 

ウ 両立・ 子育て支援関連施策 

（ ア） 保育支援 

（ イ ） 児童手当 

エ 介護保険制度 

オ 再就職支援 

（ ２ ） キャ リ アアッ プするための取組 



105 

ア ド イ ツにおけるキャ リ ア形成 

イ  ジョ ブに合わせた職業教育訓練  

（ ア） 若年者の養成教育訓練 

（ イ ） 在職者向け向上教育訓練 

（ ウ） デュ アル大学制度 

ウ 女性管理職・ 女性役員の割合 

２  企業等の取組 

（ １ ） ド イ ツ企業における柔軟な働き 方と キャ リ ア形成の特徴 

（ ２ ） 具体的な企業の事例 

ア ボッ シュ （ Rober t  Bosch GmbH） の事例 

イ  アリ アンツ（ Al l i anz SE） の事例 

ウ フ ォ ルク スワーゲン・ グループ（ Ｖ Ｗ） の事例  

  

■ ド イ ツの女性―日本と の比較の視点から  

 

図３ －１ に見ら れるよう に、2019 年のド イ ツの女性の年齢階級別労働力率のカ ーブは「 台

形型」 を 描いている。 ド イ ツ の第１ 子出産の平均年齢は 2019 年： 30. 1 歳（ St at i st i sches 

Bundesamt  2020b） であり 、 日本の 2019 年： 30. 7 歳（ 厚生労働省 2020） と ほと んど変わら

ないが、 子育て期にも 労働力率が下がら ない。 し かし 1990 年代頃までは、 ド イ ツの女性労

働力率も 日本同様、 20 代後半から 30 代後半が減少する「 Ｍ字カ ーブ」 を描いていた。 特に

旧西ド イ ツ地域では「 ３ 歳児神話」 が根強いこ と や保育施設の不備によっ て、 育児休業から

の復帰後に子育てと 仕事を 両立するこ と が困難であっ た（ 魚住 2007） 。 また、 90 年代を通

じ て、 ド イ ツの合計特殊出生率は北欧諸国やフ ラ ン ス、オラ ンダ、 イ ギリ ス等と 比べ低いレ

ベルを推移し ており 、 少子高齢化と 労働力不足に対する懸念が本格化し た。 2000 年代頃か

ら 、政府は出生率上昇と 女性の就業継続を 視野に入れ、保育施設の整備や両立支援に積極的

に取り 組んでいっ た。 その結果、 女性の「 Ｍ字カ ーブ」 は徐々に改善し ていき 、 近年のド イ

ツの合計特殊出生率は 2019 年： 1. 54（ St at i st i sches Bundesamt  2020c） と 、 大き く 低下し

た 1995 年の 1. 25 から 上昇傾向にある（ 日本 2019 年： 1. 36（ 厚生労働省 2020））。  

 なお、 ド イ ツ経済社会研究所によると 、 2017年において、 母親は子ども がいない女性より

も 積極的に雇用さ れていないが、 父親は子ども がいない男性よ り も 積極的に雇用さ れるこ

と が多いこ と が報告さ れている。対照的に、母親の就業率は末子年齢が上がる につれて急激

に上昇する。 こ の大き な違いの主な理由は、 育児における夫婦内の分業にある。 ド イ ツ の父

親は依然と し て大部分が稼ぎ手の役割を 担っ ているが、母親（ 特に６ 歳未満の幼児を 持つ母

親） は、 父親より も 無給の育児と 家事を 担っ ている（ WSI  2018）。  
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図３ －１  性別・ 年齢階級別労働力率（ 2019）  

 

 

（ 出典） I LOSTAT Dat abace に基づき かなテラ スが作成。  

 

図３ －２ において、 週35時間未満で働く 者を パート タ イ ム労働者2と すると 、 その割合は

年々増加傾向にあり 、 特に女性において割合が高い。 子ども がいる夫婦においては、父親が

フ ルタ イ ム、 母親がパート タ イ ムの夫婦が多く 、 母親が「 家族の世話」 や「 育児」 を 理由と

し てパート タ イ ムで働く こ と を余儀なく さ れている（ 柚木 2015） 。  

  

                                                   
2 ド イ ツでは日本でいう 正規労働者／非正規労働者と いう 区分の代わり に典型労働者／非典型労働者と いう 表現で区分

さ れる。 こ こ でいう 典型労働者と は、 フ ルタ イ ムで働き、 雇用保障があり 、 医療・ 社会保険の加入義務がある労働者

のこ と をいう 。 非典型労働者に区分さ れるパート タ イ ム労働者は、 所定週労働時間が比較対象と なるフ ルタ イ ム労働

者の所定週労働時間より 短い労働者であり 、 その他の諸権利はフ ルタ イ ム労働者と 同じ である。  
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図３ －２  週当たり の労働時間別、 就業者割合の推移（ 1991～2018 年）  

 

 

（ 出典） WSI  GenderDatenPor t al に基づきかなテラ スが作成。  
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し かし 、 ド イ ツのパート タ イ ム労働者は、 日本における非正規労働者には当たら ず、 フ ル

タ イ ム正社員の誰でも が、 そのままの身分で短時間のパート 勤務になれる。 2001年施行の

「 パート タ イ ム・ 有期労働契約法」 により 、 経営者は「 短時間のパート 勤務で働き たい」 と

希望する フ ルタ イ ム正社員の申込みを 断るこ と ができ なく なっ た。それにより 、2001年以降、

一般の従業員でも 管理職でも 関係なく 、労働条件の本質に変化がないまま、短時間パート 勤

務で働く よう になっ た。 その結果、 裁判官や検事、 外交官や官僚、 大企業の上位管理職・ 執

行役員に到るまで、正式に短時間パート 勤務で働く よう になっ たのである。減っ た労働時間

の分だけ給与等は減少するが、個人の都合や希望と 職務を う まく 調整するこ と が、労働時間

の増減により 可能である。 こ れによっ て、 多く の企業の管理職も 、 個人や家族生活の状況に

対応し て、希望する長さ の短時間パート 勤務で働けるよう になっ た。ただし 短時間パート 勤

務では、仕事量が多く て責任が大き い時、どう し ても １ 人で仕事を さ ばき き れないと いう 場

合が出てく る。 こ う し た状況に対応し た働き 方と し て2010年以降、 新たにタ ンデム3あるい

はジョ ブシェ アリ ングと 呼ばれる 働き 方が現れている 。 こ れは一つの仕事を ２ 人の短時間

パート 勤務者が行う 働き 方の形態である。こ れによっ て、例えば育児休業明けに短時間パー

ト 勤務で働き 始めた人が、仕事のレ ベルや責任の大き さ 、やり がいや仕事の質を落と すこ と

なく 、重要な仕事を 、他の短時間パート 勤務の人と 分け合っ て遂行し ていく こ と ができ るよ

う になっ た（ 田中洋子 2020） 。  

し かし 、 フ ルタ イ ムから パート タ イ ムへ移行後、 再びフ ルタ イ ムに戻れないと いう「 パー

ト タ イ ムの罠」に陥る者が多い現状を改善するため、改正「 パート タ イ ム・ 有期労働契約法」

が2019年１ 月１ 日から 施行さ れた。 旧法ではパート タ イ ム労働者が労働時間延長を 希望し

た場合、 使用者は、 空き ポスト の配置を 優先的に考慮する必要があるだけだっ たが、 改正後

はこ れに加えてパート タ イ ム労働者に対し て「 相応する空き ポスト がないこ と 」 、「 当該労

働者の適性が不十分であるこ と 」 に対する説明・ 立証責任を 負わせるこ と で、 労働者が希望

する元の労働時間への復帰を 容易にし よう と し ている（ 独立行政法人 労働政策研究・ 研修

機構 2019） 。  

その一方、ド イ ツでは、日本における非正規労働者と 同じ よ う な区分に入る「 ミ ニジョ ブ」

と いう 就労形態が認めら れている。 ミ ニジョ ブと は、 賃金平均月額が450ユーロ以下である

「 僅少雇用」 の通称である。 パート タ イ ムも し く は期間限定の労働の一種で、 最低賃金や休

暇等は、 通常の労働者と 同等の権利が認めら れる。 ミ ニジョ ブ労働者は、 社会保険の一部で

ある労災保険は適用さ れるが、 所得税と 社会保険料の労働者負担分が免除さ れる分4、 その

他の社会保険（ 医療、 介護、 失業、 年金） は適用さ れない。 ただし 、 年金保険については、

                                                   
3 タ ンデムと は、 馬を直列につないだ二頭立て馬車や、 サド ルが縦に並んだ２ 人乗り の自転車を指す言葉である。 二つ

の力を合わせても のを動かすと いう 意味で使われる。 こ こ では、 同一の管理職ポスト に２ 人が就く こ と により 、 ２ 人

の力を合わせて一つの管理職業務を執行する、 と いう 意味になる。 一つのポスト の仕事を２ 人が完全に共有・ 分担す

るこ と により 、 ２ 人と も 短時間パート 勤務であっ ても 、 管理職業務を十分に執行でき ると いう 状況をつく る。  
4
 ミ ニジョ ブは、 雇用の拡大を目的と し ており 、 主たる収入が別にある人、 夫の被扶養者である妻、 年金を受給し ている

年金生活者、 失業手当を受けている人、 生活保護を受けている人などが含まれる。 こ れら の人々は、 ミ ニジョ ブで働

いた分に関し ての社会保険料は免除さ れるが、 失業手当や生活保護は減額さ れる。  
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年間の労働日数が３ か月以下若し く は合計で70日以下の場合を 除き 原則適用対象と なり 、

一定の年金保険料の支払いがある。 一方で、 使用者の社会保険料負担は免除さ れず、 一定の

社会保険料や税金等を 一括し て支払う 義務がある。なお、賃金平均月額が450. 01ユーロ以上、

850ユーロ以下の雇用は、 ミ ディ ジョ ブと 呼ばれ、 社会保険が適用さ れる。 ただし 、 労働者

負担分の保険料については、 所得に応じ て減額さ れる（ 飯田 2018a） 。  

 

図３ －３ に示す男女間の賃金格差5は、 フ ルタ イ ムの従業員の格差を 示し ており 、 ド イ ツ

は 15. 3％と 日本より は格差が少ないも のの、 Ｏ Ｅ Ｃ Ｄ 平均より も 大き い。 Ｅ Ｕ 内において

も 平均水準に達し ておら ず早急な改善が求めら れている。 2017 年に、 男女間賃金格差の是

正を 目的と する「 賃金構造透明化の促進のための法律（ 以下、 賃金透明化法）」 が施行さ れ

た。 賃金透明化法は、同一労働・ 同一価値労働における男女同一賃金の原則を 規定で明文化

し たも のである。 200 人を超える従業員を擁する企業・ 官公庁で働く 労働者は、 個人と し て

賃金に関する情報開示を求める請求権を 有する（ 200 人未満は対象外）。 さ ら に、 500 人を 超

える従業員を 擁する企業に対し ては、 賃金構造調査を 要請し ており 、「 男女平等」 と 「 同一

賃金の現状」 に関する状況報告書の作成義務を 課し ている （ 飯田 2019）。  

 

図３ －３  男女における賃金格差（ 2018）  

 

 

（ 出典） OECD Dat a「 Gender  wage gap」 に基づきかなテラ スが作成。  

 

 

                                                   
5  男女の中位所得の差を男性中位所得で除し た数値。  
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「 労働時間の短い国」 と し て知ら れているド イ ツでは、表３ －４ に示すと おり 、 2019年の

就業者１ 人当たり における平均年間総実労働時間は、 1, 386時間である。 日本は、 1, 644時間

であり 、ド イ ツ と の差は258時間と なる。さ ら に自営業を 除いた被雇用者だけを 見ると 、2019

年のド イ ツ 1, 334時間、 日本1, 669時間と なり 、 両国の差は335時間と さ ら に広がる （ OECD  

2020）。 ただし 、 こ の数値はパート タ イ ム労働者も 含んでおり 、 全労働者の労働時間が短く

なっ たのは、 図３ －２ のと おり パート タ イ ム労働者の比率が大き く なっ たためである。  

ド イ ツでは、長時間労働は大き な労働政策課題と はなっ ておら ず、表３ －５ が示すと おり 、

週49時間以上働く 者は、 2019年時点で男性は11. 3％、 女性は3. 5％のみと なっ ている。  

ド イ ツ で労働時間の規制において大き な役割を 果たし ている のは、 法律と 産業別の労働

協約の二つである。 労働時間について最低条件を規定し ているのは「 労働時間法」 であり 、

１ 日の労働時間８ 時間、 週労働時間48時間が規定さ れている。 し かし 、 労働時間について、

よ り 具体的に規定し ている のは労使の間で締結さ れる 労働協約である 。 労働時間法による

規定を 最低条件と し ながら 、 労働組合が労働者にさ ら に有利な条件を 目指し て労働協約を

締結し ている。 産業分野や地域によっ て労働協約の規定は異なっ ている（ 大重 2017） 。  

1980年代から は、週35時間に向けた時短運動を 背景に労働時間の柔軟化が強まり 、労働時

間口座（ 労働者が残業をし た場合に、 その残業時間を 銀行口座のよう に貯めておき 、後日休

暇等で相殺する） が多く の分野で普及し ている。  

また、年次有給休暇については、ド イ ツの労働者は１ 年内にほぼ全て取得するのが通常で

ある（ 飯田 2018b）。  
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表３ －４  １ 人当たり 平均年間総実労働時間の推移（ 2015～2019 年）  

（ 時間）  

 

注） フ ルタ イ ム労働者、  パート タ イ ム労働者を含む。  

※常用労働者 5 人以上の事業所が対象。  

（ 出典） OECD Dat abase に基づきかなテラ スが作成。  

 

 

表３ －５  長時間労働者の割合の推移（ 2015～2019 年）  

                                    （ ％）  

 

注） こ こ でいう 長時間と は、 I LOSTAT Dat abace の労働時間別就業者統計において、 本表掲載国に共通する最長の区分

である週 49 時間以上を指す。 原則、 全産業、 就業者（ パート タ イ ムを含む） が対象。  

（ 出典） 総務省統計局「 労働力調査」 及び I LOSTAT Dat abace に基づき かなテラ スが作成。  

 

2015 2016 2017 2018 2019

 日本※ 1,719 1,714 1,709 1,680 1,644

 ド イ ツ 1,401 1,395 1,391 1,390 1,386

 日本※ 1,734 1,724 1,720 1,706 1,669

 ド イ ツ 1,337 1,334 1,334 1,336 1,334

被雇用者

就業者

2015 2016 2017 2018 2019

 日本 20.8 20.1 20.6 19.0 18.3

 ド イ ツ 9.6 9.3 8.5 8.1 7.7

 日本 29.5 28.6 29.4 27.3 26.3

 ド イ ツ 14.1 13.7 12.6 12.0 11.3

 日本 9.5 9.1 9.3 8.5 8.3

 ド イ ツ 4.4 4.1 3.9 3.7 3.5

男女計

男性

女性



112 

１  国や自治体の諸制度 

 

（ １ ） キャ リ アを 中断せず働き 続けるための取組 

 

ア 男女共同参画社会に向けた取組の歴史的変遷 

 （ ア） 戦後から 東西ド イ ツ統一までの政策 

戦後、 ド イ ツは東西に分断さ れ、 それぞれの政策を 展開し た。 旧西ド イ ツでは、 家族を国

家主義的に管理統制し たナチスの家族政策を 断ち切る ため、 国家は婚姻と 家族に対し て助

成的機能を果たすに過ぎないと する「 助成原則」 に則り 、 伝統的な家父長制的主婦婚を想定

し た抑制的な方向が取ら れた。 1960 年代には、 アメ リ カ のウーマンリ ブ（ 女性解放運動）

が上陸し 、 よう やく 家父長制家族の否定と 女性の社会進出が本格化し 、 1970 年代から 、 専

業主婦の年金加入制度や産後６ か月の有給休暇制度が整備さ れた。し かし 、こ れら は子育て

支援の枠を超えず、両立支援には程遠いも のであっ た。1985 年には「 連邦育児手当法」 で、

子ども が１ 歳までの育児休暇が導入さ れたが、所得保障は不十分で賃金が高い方（ 主に男性）

が休暇を 取ると 損と なり 、 男性の取得はわずか５ ％であっ た。  

他方、旧東ド イ ツは、労働力不足を 補う ために女性も また義務的に労働力に組み込まれて

いき 、1960 年代後半から 家族支援策の充実と と も に基幹産業への女性の進出が進んだ。1980

年代から は、 基幹産業は男性が担当すると いう 労働の性別分化が顕著になっ た。  

1990 年の東西ド イ ツ統一後（ 以下、 歴史的変遷の文中で示す統一後のド イ ツ連邦共和国

は統一ド イ ツと 略記） は、 Ｍ字型就労が顕著であっ た旧西ド イ ツ の家族政策が適用さ れ、育

児休暇や保育施設は旧東ド イ ツの水準を 下回るこ と になっ た。統一ド イ ツの家族政策は、①

家族負担調整と ②両立支援から 成る。①の柱は、有子家庭の最低生活費の非課税化と 児童手

当で、 ②の柱は、育児休暇と 育児手当（ 親の収入制限有り で１ 年間支給では月 450 ユーロ、

２ 年間の支給では月 300 ユーロ） である（ 三成 2009）。  

 

（ イ ） 21 世紀の政策転換 

当初の統一ド イ ツ の家族政策は、旧西ド イ ツを 引き 継ぎ、母親を 育児や介護の主な担い手

と する旧西ド イ ツ の家族観に大き な変更を 加えるも のではなかっ た。 それによ り 旧東ド イ

ツ 地域の女性労働者の保護及び保育制度は、 社会経済体制の変化によ る 深刻な影響を 受け

るこ と になっ た。 90 年代を 通じ てド イ ツの出生率は極めて低いレ ベルを 推移し 、 次第に少

子高齢化と 労働力不足が経済・ 社会全体へ与えるマイ ナスの影響が本格的に認識さ れ始め

た。 そう し た中で、 出生率の上昇を 視野に入れた、女性の就労支援と 子育ての両立条件を整

えると いう 方向への抜本的な転換が図ら れた。  

1997 年のＥ Ｕ アムステルダム条約に基づき 、「 ジェ ン ダー主流化」 は、「 男女平等の効果

的実現のために行政・ 組織・ 企業のリ ーダーと 全従業員に課せら れた使命」 と さ れ、 21 世

紀のド イ ツのジェ ンダー政策はこ れにけん引さ れる形で進めら れてき た（ 三成 2009）。  
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2004 年には、 1953 年に創設さ れた連邦家族省が「 連邦家族・ 高齢者・ 女性・ 青少年省」

に名称変更さ れた。  

2005 年には「 保育設置促進法」 と し て、 両親が共働き 、 ひと り 親、 職業訓練中も し く は教

育期間中の３ 歳未満の子ども のために、 保育の質に配慮し た柔軟な保育を 整備する こ と が

州及び自治体の責務と さ れた（ 魚住 2007） 。  

2007 年には、「 保育所３ 倍増計画」 と し て、2013 年までに保育所の数を同時期の３ 倍の 75

万か所にするこ と を決定し た。 また同年、「 親手当親時間法」（ 2000 年に「 育児休暇」 から

「 親時間」 へ改称さ れた） により 、 所得比例方式で手取り 賃金の 67％、 月に 1, 800 ユーロ

を 上限と する「 親手当」 と 、満３ 歳まで取得可と する「 親時間」 が導入さ れた。こ れにより 、

一方が就労し ていない場合の取得や両親の同時取得、 週 15～30 時間の短時間就労が可能に

なっ た（ 三成 2009）。  

2008 年には「 児童支援法」 において、 2013 年までに３ 歳以下の子ども を 対象と する 施設

を 増設し て、 その年代層の 35％が保育施設に預けら れる環境を 提供するこ と を 目標にする

ほか、 2013 年８ 月から は、 ３ 歳以下の子ども を 施設に預けるこ と が法律上の権利と なっ た

（ 川田 2012）。  

自治体に十分な保育サービ スの提供を 義務付ける 、 所得比例型の親手当で就労と 子育て

を と も に支援する、父親の育児休暇取得を 奨励するこ と は、スウェ ーデンやデンマーク 等の

北欧型に近いと 言える（ 宮本 2009）。  

 

イ  現行育児休業制度概要  

（ ア） 出産休暇制度 

「 母性保護法」 では、 使用者（ 雇用主） は産前６ 週間から 産後８ 週間の保護期間中は、 妊

婦を 就労等さ せてはいけないと 定めら れている。 2018 年１ 月１ 日から 改正法が施行さ れ、

①障がい児を 出産し た場合、 従来の８ 週間から 12 週間へ産後休暇を 延長、 ②妊娠中と 産後

４ か月の解雇規制を妊娠 12 週以降の流産死にも 適用の２ 点が変更さ れた。 また、 従来の労

働者（ 家内労働者も 含む） に加えて、 学生や職業訓練生、 自営業、 ボラ ンティ アも 保護の対

象と なっ た（ 飯田 2018b）。 概要は表３ －６ のと おり 。  
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表３ －６  出産休暇 

休業期間 

14 週間（ 産前６ 週間から 産後８ 週間、 多子・ 未熟児、 障がい児は産後

12 週間）  

ただし 、産前６ 週間については、本人が明示的に就業希望の意思表示を

すれば就業可能。  

取得手続き  

労働者は、自分の状況を知っ た時点で、使用者に対し て妊娠し た旨と 出

産予定日を 報告し なければなら ない（ 使用者の求めがある場合には、医

師の証明書を 提出する）。  

雇用形態による

取得要件 

なし 。  

使用者は労働者から の請求を 拒否でき ない。  

給付の内容 
母性手当と し て、 従前の手取り（ １ 日当たり 平均賃金） の 100％が補償

さ れる（ 健康保険から 日額€13、 残額は使用者負担）。  

（ 出典） 飯田恵子， 2018b，「 第３ 章 ド イ ツ」『 諸外国における育児休業制度等、 仕事と 育児の両立支援にかかる諸政策

――スウェ ーデン、 フ ラ ンス、 ド イ ツ、 イ ギリ ス、 アメ リ カ 、 韓国』 197:  85-112 を参考に作成。  

 

（ イ ） 育児休暇制度 

ａ  育児休暇制度の内容 

日本の育児休業制度や育児休業手当に近い制度は、 親手当（ 表３ －７ ） や親時間（ 表３ －

８ ） と 呼ばれており 、「 親手当親時間法」 で規定さ れている。 育児中の短時間勤務（ 表３ －

９ ） についても 同法で定めら れており 親時間中に親手当を 受給し ながら 同時に短時間で働

く と いう こ と が推奨さ れている。  

また、 同法は 2015 年に改正さ れ、 同年７ 月１ 日以降に生まれた子ども から 、 従前の親手

当に加えて、「 親手当プラ ス」 と 「 パート ナーシッ プボーナス」 と いう 選択肢が付加さ れて

いる。 こ れに伴い、 親はこ れら 三つの選択肢を 自ら 組み合わせる こ と が可能であり 、 組み合

わせに応じ て受給期間も さ ら に多様になっ た。親手当プラ スは、親手当の半額を上限と し て、

受給期間を現行の最長 14 か月から 28 か月に延長するこ と ができ る。 親手当プラ スは、 と

り わけ出産後、短時間勤務で早期職場復帰する親にと っ て利益があると さ れる。と いう のも 、

パート タ イ ム就労を 継続し つつ親手当プラ スを 選択するこ と で、 結果的に合計受給額が増

える場合があるから である。さ ら にパート ナーシッ プボーナスは、子ども の出生後両親がと

も に週に 25～30 時間の短時間勤務を する場合、 親手当プラ スの受給期間が引き 続き ４ か月

延長さ れると いう も のである （ 倉田 2020）。  
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表３ －７  親手当 

概要 

・ 子ども の出生前１ 年間の平均月間所得（ 手取り ） の 67％が支給さ れ

る。  

・ 支給額は月額€300 から €1, 800 まで。  

・ €1, 800 を 上限と し て、 平均月間所得（ 手取り ） が€1, 200 を 超える場

合には、 超えた額€２ ごと に 0. 1％ずつ、 最低 65％に達するまで引き

下げら れる。  

・ 平均月間所得（ 手取り ） が€1, 000 未満の場合には、 €1, 000 と の差額

が€２ ごと に支給率が 0. 1％ずつ引き 上げら れる 。  

・ 原則と し て子ども の出生後 12 か月まで受給可能（ ひと り 親世帯は 14

か月）。  

・ も う １ 人の親も 取得する場合は２ か月延長さ れ、 14 か月まで受給可

能（ ＝パート ナー月）。  

・ 両親同時に受給する場合は各々７ か月分ずつ。  

・ 親手当プラ スの導入により 、 最長 14 か月の親手当受給期間を 半額支

給で最長 28 か月に延長するこ と ができ る（ ２ 分の１ の額を ２ 倍の期

間受給する）。  

取得要件 

・ 原則、 ド イ ツ国内居住／常時滞在し ているこ と 。  

・ 自分の子ども（ 養子、 配偶者、 パート ナーの子を含む） と 同一世帯で

生活し ているこ と 。  

・ 子ども の世話・ 養育を自ら 行っ ているこ と 。  

・ フ ルタ イ ム就業をし ていないこ と 。  

・ 親１ 人につき 、 原則と し て１ 回限り 取得可能。  

第１ 子以降の 

子ども にかかる 

特例措置 

【 多胎出産】 子ども が１ 人増えるごと に€300 を加算。  

【 き ょ う だい】 ３ 歳未満の子ども が２ 人、も し く は６ 歳未満の子ども が

３ 人以上いる期間中、 支給率を 10％加算。  

（ 出典） 表３ －７ ～表３ －９ は、 飯田恵子， 2018b，「 第３ 章 ド イ ツ」『 諸外国における育児休業制度等、 仕事と 育児の

両立支援にかかる諸政策――スウェ ーデン、 フ ラ ンス、 ド イ ツ、 イ ギリ ス、 アメ リ カ 、 韓国』 197:  85-112 を参考に作

成。  
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表３ －８  親時間 

概要 

・ 子ども が原則満３ 歳（ 36 か月） まで（ 片方の親のみ取得、 両親同時に取

得、 時期を ずら し て双方が取得のいずれも 可能）。  

・ 36 か月の親時間の期間のう ち 24 か月を 限度と し て、 子ども が満８ 歳に

なる まで別の期間に休暇を 持ち越すこ と も 可能。  

・ 要件を 満たす労働者は、 週 30 時間までの短時間勤務が可能。  

雇用形態によ る 

取得要件 

なし  

取得可能回数 
各親と も 、 ３ 回に分割し て取得可能（ それより 多く の時期に分ける場合に

は使用者の同意があれば可能）。  

使用者が請求を  

拒否でき る場合 

原則なし 。  

ただし 、 満３ 歳～８ 歳の期間中の３ 回目の休暇申請については、 使用者は

申請を 受け取っ て から ８ 週間以内に経営上の差し 迫っ た理由があれば拒

否する こ と ができ る。  

第１ 子以降の 

子ども にかかる 

特例措置 

子ども が２ 人以上いて親時間の期間が重複する 場合、 使用者の同意があれ

ば、 どち ら かの子が８ 歳に達するまでの期間に移行可能。  

親手当 
表３ －７ の要件を 満たせば一定期間給付さ れる が、 給付期間を 超えて休暇

を 取得する場合は無給になる 。  

解雇の禁止 
労働者が親時間の取得を 請求し た時点、 あるいは親時間開始８ 週間前（ 満

３ 歳～８ 歳の間は 14 週間前） から 終了までの解雇は禁止さ れている 。  

 

表３ －９  育児のための短時間勤務 

概要 

・ 親時間中は週 30 時間までの短時間勤務が可能。  

・ 親手当プ ラ スを 活用する と 、 親手当受給中に時短勤務を し ても 手当を 満

額受給するこ と ができ る。  

雇用形態によ る 

取得要件 

なし  

取得回数 各親と も 、 ３ 回に分割し て取得が可能。  

使用者が請求を  

拒否でき る場合 

使用者に経営上の差し 迫っ た理由がない限り 原則と し て認めら れるが、 双

方が具体的な時短勤務や配置について 合意に至る こ と がで き ない場合に

は、 一定の条件下で、 労使が話し 合いながら 決めていく こ と になる。  

親手当 

・ あり  

・ パート ナーシッ プボーナスの導入により 、 子ども の出生後両親がと も に

週に 25～30 時間の短時間勤務を する場合、 親手当プラ スの受給期間が

引き 続き ４ か月延長さ れる。  
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ｂ  父親の育児休暇制度利用状況と 取得促進のための取組 

ド イ ツでは 2007 年の「 親手当親時間法」 により 、 所得比例方式で手取り 賃金の 67％、 月

に 1, 800 ユーロを 上限と する親手当と 、 子ども が満３ 歳まで取得可と する親時間が導入さ

れた（ 三成 2009）。 それ以前は４ ％以下に過ぎなかっ た男性の親手当の受給率（ 育児休暇取

得率6） は、 図３ －10 を見る と 2008 年には 21. 2％まで上昇し 、 2016 年には 38. 8％が取得し

ている。  

親手当は、 片方の親だけが受給する場合は最大 12 か月間支給さ れる。 も う 一方の親も 受

給する場合はさ ら に２ か月延長さ れ、最大 14 か月間支給さ れる。こ の追加の２ か月分は「 パ

ート ナー月」 と 呼ばれ、も う １ 人の親が親時間を 取得し なければ受給権は消滅し てし まう 。

ド イ ツの場合、 受給期間を 最大の 14 か月間にし よう と し て「 パート ナー月」 の２ か月だけ

父親が親時間を取得し て親手当を 受給するケースが多い。 2015 年には、 制度の柔軟性をさ

ら に高めた親手当プラ スが導入さ れた。従来は、親手当受給期間中に早期に職場復帰をし て

週 30 時間以内の時短勤務を し た場合、 そこ で得た収入の分だけの親手当の受給額が減る仕

組みだっ た。親手当プラ スは、時短勤務で得た収入を 減ら すこ と なく 手当を 受給でき る仕組

みを 整え、早期の復職を希望する親を 支援し ている。新制度ではパート ナー月を含めて受給

月額を半額にすると 最長 28 か月まで受給期間を延長でき る。 さ ら に、 母親と 父親双方の育

児と 仕事への関与を促すため、パート ナーシッ プボーナスの導入により 、子ども の出生後両

親がと も に週に 25～30 時間の短時間勤務を する 場合、 親手当プラ スの受給期間が引き 続き

４ か月延長さ れる。 こ のよう に 2015 年７ 月１ 日以降に子ども が生まれた親は、 希望に応じ

た柔軟な働き 方や育児への関与が選べる よ う になり 、 父親の育児への関与がさ ら に進んで

いるこ と が確認さ れた（ 独立行政法人 労働政策研究・ 研修機構 2020）。  

  

                                                   
6 本稿の育児休暇取得率は、 親手当の受給率である。 日本と は、 制度・ 定義・ 算出方法が異なる点に留意さ れたい。  
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図３ －10 男女別親手当受給率（ 育児休暇取得率） の推移（ 2008～2016 年）  

 

 

（ ウ） 看護休暇制度 

 病気の子ども （ 12 歳未満） を看病するために労働者が仕事を 休んだ場合には、 看護休暇

制度の一環と し て健康保険から 疾病手当が支給さ れる（ 飯田 2018b）。 概要は表３ －11 のと

おり 。  

表３ －11 看護休暇 

概要 

・ 近親者の看護・ 介護のための数日程度の欠勤は原則と し て有給扱い

になる。  

・ 健康保険の被保険者である 労働者は、 ①子ども が病気で看護が必要

と 医師が証明し 、②同居する家族が看護でき ない場合で、③子ども が

12 歳未満の場合に、 疾病手当を受給でき る。  

・ １ 人の子ども につき １ 年で最大 10 日、 １ 人の親が取得でき る 年間日

数の上限は 25 日（ ひと り 親の場合は各々２ 倍の日数）  

雇用形態による

取得要件 

なし 。  

原則と し て使用者は労働者から の請求を 拒否でき ない。  

給付の内容 
・ 疾病手当（ 平均賃金の 70％） が支給さ れる。  

・ ただし 、疾病手当が支給さ れるのは、 休暇が有給でない場合に限る 7。 

（ 出典） 飯田恵子， 2018b，「 第３ 章 ド イ ツ」『 諸外国における育児休業制度等、 仕事と 育児の両立支援にかかる諸政策

――スウェ ーデン、 フ ラ ンス、 ド イ ツ、 イ ギリ ス、 アメ リ カ 、 韓国』 197:  85-112 を参考に作成。  

                                                   
7 民法典 616 条は、 労働者が一身上の理由により 、 比較的短期間について労務を提供できない場合に、 賃金請求権を失

わないこ と を規定し ている。 こ れは任意規定で、 実際は労働協約で具体的に日数が定めら れている（ 結婚式、 葬式、 引

っ 越し 等）。 子の看護の場合に、 同条に基づき 労働協約や労働契約で同様に規定するこ と は可能で、 その場合には使用

者から 賃金が支払われ、 疾病手当は支給さ れない。  
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ウ 両立・ 子育て支援関連施策 

（ ア） 保育支援 

 戦後、 東西に分断さ れたド イ ツは、 保育においても 異なる発展を 遂げてき た。 旧西ド イ ツ

では、 保育施設の不足が従来から 指摘さ れている一方で、 旧東ド イ ツでは、 仕事と 子育ての

両立を前提にし た公的な児童福祉策が進めら れ、０ 歳から の保育所も 完備し 、幼稚園は就学

前教育と し て国民教育制度の中に法的に位置付けら れていた（ 川田 2012）。 統一後は、 少子

化問題に直面し ながら 表３ －12のと おり 法制度を 拡大し てき た。  

ド イ ツの保育サービスには、 「 昼間施設」 と 「 児童昼間保育（ 在宅保育） 」 の２ 種類があ

る。 昼間施設は、 一般に、 対象と する児童の年齢別に、 保育所（ ０ 歳以上３ 歳未満対象） 、

幼稚園（ ３ 歳以上６ 歳未満対象） 、 学童保育（ 基礎学校入学以降対象） の３ 形態に分かれる

が、こ れら を 組み合わせた複合施設も 多く 、多様な形態がある。「 児童昼間保育（ 在宅保育）」

は、 自治体公認のベビーシッ タ ーである「 タ ーゲスムッ タ ー（ 保育ママ／保育パパ） 」 と の

私的契約により 保育ママ／パパの家庭で保育するも のである（ 齋藤 2011） 。  

公的サービ ス以外には企業内保育園があり 、 従業員の働く モチベーショ ンを 高めるこ と

や、育児休業を 取得し た従業員に早期に復職し ても ら う こ と を目的に、企業や教会、赤十字、

福祉団体、 教育団体を 含む様々な公益団体が運営し ている。 企業内保育園の特徴は、公立の

保育園よ り も 開園時間が長く 、 また柔軟に親の仕事時間に対応する 制度になっ ている 点に

ある（ 川田 2012） 。  

連邦統計局による と 、 2020年３ 月の３ 歳以下の保育供給率は35. 0％（ 2019年： 34. 3％） で

あり 、 35％の数値目標を達成し たと 報告さ れている。 旧東ド イ ツ地域では、 平均し て３ 歳以

下の子ども たちの半数以上（ 52. 7％） が保育を 受けているが、 旧西ド イ ツ地域では３ 分の１

弱（ 31. 0％） で大き く 差がある（ Stat i st i sches Bundesamt  2020d） 。  
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表３ －12 保育サービスにおける法制度 

1991年 

青少年支援法改正 

３ 歳以上の就学前の幼児に保育施設に通う 権利を保障し 、各州に

保育施設の整備を 義務付けた。  

2005年 

保育設置促進法 

両親が共働き 、ひと り 親、職業訓練中も し く は教育期間中の３ 歳

以下の子ども のために、保育の質に考慮し た柔軟な保育を 整備す

るこ と が州及び自治体の責務と さ れた。  

2007年 

保育所３ 倍増計画 

2013年までに保育所（ 家庭保育所含む） の数を 同時期の３ 倍の75

万か所にまで引き 上げる目標を掲げた。  

2008年 

児童支援法 

2013年までに３ 歳以下の子ども を 対象と する施設を 増設し て、そ

の年代層の35％が保育施設に預けら れる 環境を 提供する こ と を

目標にするほか、2013年８ 月から 、 ３ 歳以下の子ども を 施設に預

ける こ と が法律上の権利と なっ た。  

2018年 

保育改善法 

2022 年までに連邦政府は約€55 億を投入し て保育整備を図り 、

保育費用の無償化を実現する。  

（ 出典） 川田知子， 2012，「 ワーク・ ラ イ フ・ バラ ンス比較法研究＜最終報告書＞」『 労働政策研究報告書』 151:  25-58、

齋藤純子， 2011，「 ド イ ツの保育制度――拡充の歩みと 展望」『 レフ ァ レンス』 721:  29-62、 魚住明代， 2007，「 ド イ ツ

の新し い家族政策」『 海外社会保障研究』 160:  22-32 及び魚住明代， 2020，「 ド イ ツのひと り 親家族支援政策」『 大原社

会問題研究所雑誌』 746:  38-54 を参考に作成。  

 

また、 地域における家族支援と し て代表的な事業が「 多世代の家」 と「 家族のための地域

同盟」 である。「 多世代の家」 は、 少子高齢化の中で考案さ れ、 1990 年代から 広がっ て来た

生活モデルである。 政府はこ れを 参考に、 地域の世代間交流や子育て・ 介護などの幅広い家

族支援を 行う 場と し て連邦プログラ ム「 多世代の家」 を 推進し ている。「 家族のための地域

同盟」 は、 地方行政、 企業、 商工会議所、 労働組合、 ボラ ンティ ア、 福祉組織、 教会（ 教区

民） 等、 地域における幅広い協力体制の下で官民が連携し 、 地域独自の行動計画に基づいて

家庭と 仕事の両立に取り 組み、「 家族に優し い地域」の形成を 目的と し ている（ 魚住 2007）。  

 

（ イ ） 児童手当 

児童手当は旧西ド イ ツで 1955 年と 早く に導入さ れ、統一後のド イ ツ社会に定着し ている。

経済的に自立する 前の子ども を 抱える家庭に対する 経済的支援の中心的施策と し て、 原則

的に 18 歳未満の全ての子ども について、 所得制限なし に児童手当が支給さ れる。 ド イ ツ国

籍は要件と さ れておら ず、 一親等であれば非嫡出子や養子でも 区別はない（ 齋藤 2010）。ま

た、 基本は 18 歳未満を原則と するが、 状況によっ ては最大 25 歳まで給付を 受けら れる。

2020 年の支給額は、 第１ 子と 第２ 子は月額 204 ユーロ、 第３ 子は同 210 ユーロ、 第４ 子以

降は同 235 ユーロである（ Ki nder gel d. or g  2020）。 また、 自ら の生計は賄えるも のの、 同

居する未婚の子ども （ ただし 満 25 歳未満） の生計を 賄う には不足する所得し かない親に対

し 支給さ れる児童付加給付がある（ 齋藤 2010）。  
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エ 介護保険制度 

 ド イ ツ の介護保険制度は、在宅看護を 施設介護に優先さ せるこ と を原則と し ている。し か

し 、 女性の就業率の増加に伴い、 介護と 仕事の両立の問題が大き く なっ ている。 そのため、

2008 年の「 介護時間法」 により 介護休業制度が設けら れ、 2012 年の「 家族介護時間法」 に

より 当該制度が拡充さ れていた。こ れら の制度を改正し 、労働者が働き ながら より 柔軟に家

族の介護を 行える こ と を 目的と し て「 家族の介護と 仕事のよ り 良い調和のための法律」 が

2015 年１ 月１ 日から 施行さ れた。 改正後の概要は表３ －13 のと おり 。  

ド イ ツの介護保険制度は、高齢者だけでなく 重い病気や障がいのある子ども 等、介護を必

要と する 人全てが対象と なる。 休暇の請求権は、 親や子ども に限ら ず、 祖父母、 生活パート

ナー、 き ょ う だい、 継父母、 義き ょ う だい等の「 近親者」 にも 広く 適用さ れるため、 いく つ

かの親族が順番に、 ある いは同時に介護休業を 取得する こ と が可能になっ ている （ 飯田 

2018b）。  

 

表３ －13 介護保険制度 

 介護時間法の改正 家族介護時間法の改正 

概要 

・ 緊急の介護の必要の場合

に10日まで。  

・ 介護支援手当：  

介護保険から の所得補償

と し て、 手取り 賃金の９

割が給付さ れる。  

・ 長期間労働の全部又は一

部免除が必要な場合に６

か月まで。  

・ 連邦から の無利子貸付 

・ ６ か月で足り ない場合、

長期間労働の一部免除が

必要な場合に24か月まで

取得でき 、 こ の間労働時

間を週15時間まで短縮で

き る。  

・ 連邦から の無利子貸付 

予告期間 

予告の必要なし 。  10 日前 ８ 週間前。 介護時間に続け

て取得する場合には３ か月

前 

事業所規模 条件なし  従業員 15 人超 従業員 25 人超 

休業の 

最長期間 

介護時間（ 最長６ か月） に次いで家族介護時間（ 最長 24 か月） を取得する場合、 双方合

わせた最長期間は 24 か月と さ れた。  

解雇保護 労働者に対し ては、 休業申請予告から 休業期間の終了まで解雇保護が存在する。  

（ 出典） 飯田恵子， 2018b，「 第３ 章 ド イ ツ」『 諸外国における育児休業制度等、 仕事と 育児の両立支援にかかる諸政策

――スウェ ーデン、 フ ラ ンス、 ド イ ツ、 イ ギリ ス、 アメ リ カ 、 韓国』 197:  85-112 及び渡辺富久子， 2015，「 ド イ ツ 介

護と 仕事の両立を改善するための法律」 国立国会図書館調査及び立法考査局『 外国の立法： 立法情報・ 翻訳・ 解説』

263( 2) を参考に作成。  
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オ 再就職支援 

ド イ ツ における再就職支援を 語る上で重要と なる のがド イ ツ の採用制度である 。 いわゆ

る「 ジョ ブ型」 雇用8と 呼ばれ、 ジョ ブに空席が出来た場合やジョ ブが新設さ れた場合に、

当該ジョ ブの職務定義にあっ た人材を 採用する 。 リ スト ラ 等の理由で職務が無く なっ た場

合、 即解雇と いう こ と はなく 、 まずは社内の別の職務への異動が検討さ れ、 異動が可能であ

る場合は、 企業と 従業員の間で雇用契約が改訂さ れる（ 経済産業省 2017） 。  

ド イ ツの2019年の失業率は男性3. 5％、 女性2. 7％（ I LO 2020c） でヨ ーロッ パ諸国の中で

は低い水準にある。 失業し た場合の再就職支援の一つと し て挙げら れる のが、 在職者、 失業

者及び経済的弱者を対象と し て実施さ れる「 継続職業教育訓練」 である。 こ れは、 向上教育

訓練と 再教育訓練に分かれており 、こ こ では失業者・ 経済的弱者を 対象と し た再教育訓練に

ついて説明する（ 向上教育訓練は後述）。 再教育訓練には、 ①全日制の継続職業訓練コ ース

の受講料、 宿泊費、 生計手当が支給さ れ、 連邦雇用エージェ ンシー9が実施するプログラ ム

と 、 ②労働市場政策によっ て実施さ れる特別プログラ ムの２ 種類がある 。 ①は、 失業者や失

業の恐れがあるも のが対象で、訓練を 受けるためには公共職業安定所で認定を 受け、専門の

職業カ ウン セラ ーのも と で再就職に向けた教育目標を 決め、 そのために必要な教育訓練コ

ースを選択し 、 受講中も カ ウンセラ ーに進捗を 報告する義務がある。 ②は、「 ジョ ブローテ

ーショ ン」 と「 未熟練従業員等の訓練のための賃金助成」 が主なプログラ ムである。 ジョ ブ

ローテーショ ンは、従業員を 職業教育訓練に参加さ せている間、その仕事に失業者を 雇用し

た企業に賃金の50％から 100％が最長１ 年間助成さ れる制度で、 も う 一つの「 未熟練従業員

等の教育訓練のための賃金助成」 は、企業が無資格者の従業員または未熟練従業員を 職業継

続教育訓練へ参加さ せる場合に、 賃金の全部または一部を 助成するプログラ ムである。  

また、榊原博美（ 2019） によるイ ンタ ビュ ー調査によ ると 、ベルリ ンの再就職支援施設「 ゴ

ールド ネッ ツ」 では、女性を 主な対象と し 、 仕事の斡旋と 職業準備的な学習と が両輪と なっ

て設定さ れていると いう （ 榊原 2019）。  

 

  

                                                   
8 欧米型の「 ジョ ブ型」 は、 ①職務（ ジョ ブ） が採用さ れた時点から 明確にさ れており 、 ジョ ブが消滅すれば解雇と な

り 、 ②欠員または新規ポジショ ンができ た場合に、 こ れまでの実績や資格・ 教育に基づき 採用さ れるため、 新卒一括

採用と いう 手法は採ら れないと 一般的には考えら れているが、 システムは個々の国によっ て様々である。 一方、 日本

の「 メ ンバーシッ プ型」 は、 概し て①「 新卒一括採用」 で一つの会社に入社し てから 、 定年退職まで勤めると いう 「 終

身雇用型」 と いう 特徴に加え、 ②職務、 労働時間、 勤務地等に原則、 制限がなく 、 職能型であり 、 社内異動を通じ て

キャ リ アアッ プをし 、 社内での配置転換を通じ て解雇がなさ れにく い特徴がある。  
9  2003 年 12 月 23 日に成立し たハルツ第Ⅲ法に基づき 、 公的職業紹介組織が再編さ れ、 連邦雇用庁を「 連邦雇用エージ

ェ ンシー」 と いう 独立行政法人へと 改組し た。 連邦雇用エージェ ンシーは、 雇用促進の諸規定を定めた社会法典第３

編に基づき、 失業者や求職者への職業紹介、 職業相談、 雇用主に対する助言、 障がい者への就労支援、 失業手当Ⅰ（ 労

使拠出の失業保険料が財源） 等の各種給付を行っ ている。  
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（ ２ ） キャ リ アアッ プするための取組 

 

ア ド イ ツにおけるキャ リ ア形成 

 先述し た「 ジョ ブ型社会」 を 支える制度と し て、「 ジョ ブ」 に合わせた教育の仕組みがあ

る。 ド イ ツの教育制度は、 初等教育にあたる 基礎学校の４ 年間が終了し た段階で、 ①職人・

熟練工を 目指す基幹学校、②中級技術者を目指す実科学校、③大学進学を目指すギムナジウ

ムの三つのコ ースと 、こ の三つの学校形態を包含し た総合制学校に分かれる。基幹学校と 実

科学校に進学し た若者は、 卒業後にいわゆる「 デュ アル・ システム」 （ 学校での座学と 企業

での実習） に基づく 職業教育の段階に進むのが一般的なコ ースと さ れる。  

就職後、 ホワイ ト カ ラ ーがキャ リ アアッ プを目指す場合、 一般的には、 まず社内での昇格

も し く は転職を 目指す労働者が多い。 内部市場で大き なキャ リ アアッ プが実現出来ない場

合、外部市場への転職が試みら れるが、ホワイ ト カ ラ ーでは同産業内の異企業間の転職が一

般的になっ てき た。 特に、 若い人々の間では柔軟に転職機会を利用し 、 転職により キャ リ ア

アッ プを 図る人材が増えている。 一方で、 同一職務異種産業への転職は、 異種の産業に移っ

ても 、過去の職務経験が生き るよう な例外的な職業を 除けば難し く 、あまり 一般的ではない。

同一職務で、異なる産業への転職を阻む主な要因と し て、ド イ ツでは各産業内の各職業の専

門性が重視さ れ、職業の細分化が進んでいるほか、ド イ ツの教育制度及び職業訓練制度は、

人材が比較的若い段階（ 15～16歳での義務教育修了後） で職業を 選択せねばなら ず、 一旦選

んだ道は中々方向転換でき ない点も 影響し ている（ 経済産業省 2017） 。  

なお、 近年はギムナジウムに進学する若者が増えているほか、 ギムナジウム卒業後、 大学

入学資格を持つ若者が職業訓練を 受けるケースも 増えている（ 山内 2016） 。  

 

イ  ジョ ブに合わせた職業教育訓練  

ド イ ツの公共職業教育訓練の法的枠組みを 規定する「 職業教育訓練法」 は、 職業教育訓練

の種類を「 養成教育訓練、 向上教育訓練、 再教育（ 職業転換） 訓練」 と 定義し ている。 養成

教育訓練と は、 若年者を 対象に行われる 企業での職場実習と 職業学校における 理論教育を

平行し て行う 一定の職業資格の取得を 目的と し た初期訓練であり 、デュ アル・ システムがこ

れに当たる。向上教育訓練は職業経験者の知識・ 技能・ 技術の向上を 図るために行う 訓練で、

こ れはマイ スタ ー制度等専門技能資格制度と も リ ン ク する 。 また向上教育訓練と 再教育訓

練は「 継続職業教育訓練」と し て位置付けら れ、労働市場政策と 連携し て展開さ れている（ 独

立行政法人 労働政策研究・ 研修機構 2009） 。 なお、 2019 年１ 月１ 日施行の「 資格取得機

会法」 において、継続職業教育訓練支援を受ける 対象が職業教育修了資格を持たない労働者、

失業の恐れがある労働者、中小企業の労働者に支援対象が限定さ れていたと こ ろ 、原則と し

て全ての労働者に対し てその資格・ 年齢・ 事業所／企業規模にかかわら ず支援を 受ける可能

性が開かれた。加えて、連邦雇用エージェ ンシーによる継続職業教育訓練と 資格取得に関す

る相談サービスが強化さ れた（ 独立行政法人 労働政策研究・ 研修機構 2019） 。  
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（ ア） 若年者の養成教育訓練 

ド イ ツの若年者（ 義務教育修了者） を 対象と し た初期養成訓練は「 デュ アル・ システム」

と「 全日制職業学校訓練」 によっ て行われる。 デュ アル・ システムには、 ①訓練の場が職業

学校と 企業であるこ と 、②職業学校では理論を 学び企業では実践を 学ぶこ と 、③職業学校は

州の主管であり 企業での職場実習は連邦政府（ 連邦教育研究省） の主管であるこ と 、と いう

三つの二元性が含まれている 。 週のう ち１ ～２ 日（ 全訓練時間の約３ 割） は職業学校で職業

に係る理論教育が、 残り の３ ～４ 日（ 全訓練時間の約７ 割） は企業で職場実習がそれぞれ行

われる。 デュ アル・ システムの訓練生は職業学校の生徒であると 同時に、 企業と 職業訓練契

約を 結ぶので、 訓練生手当が支給さ れるほか社会保障制度の対象にも なる。 デュ アル・ シス

テムは主に基幹学校修了者を 対象と し て実施さ れ、幅広い職業に関する基礎知識と 、特定の

職業に必要な専門能力を身につけ、 即戦力と なる熟練労働者を 養成するこ と を 目的と する。

職業訓練が行われる公認訓練職種は約 350 職種。訓練期間は職種によっ て２ 年（ 販売等の事

務系職種） ～３ 年半（ 電気・ 電子及び機械系職種） であり 、 訓練修了後に試験が実施さ れ、

試験に合格すると 訓練職種に関する公的な職業資格が付与さ れる。  

また、 全日制職業学校では、 デュ アル・ システムに組み込むこ と が難し い保健衛生、 医療

福祉関連（ 介護、 育児、 看護、 助産婦、 医学療法等） の職種を対象と し て訓練が実施さ れる

（ 独立行政法人 労働政策研究・ 研修機構 2009） 。  

 

（ イ ） 在職者向け向上教育訓練 

ド イ ツで行われている代表的な向上教育訓練は、マイ スタ ー制度である。その中核を なし

ているのが手工業マイ スタ ーと 工業マイ スタ ーである 。 手工業マイ スタ ーは国家資格を 取

得すると 、 その職における開業と 職業訓練生の育成ができ る。  

工業マイ スタ ーは主に企業内での現場リ ーダーになるために必要な資格である 。 10 か月

の全日制コ ースと ２ 年半の定時制コ ースに分かれ、特定科目の受験が必要である。民間の教

育訓練機関によっ て提供さ れているほか、 国の機関、 会議所の機関、 経済団体や専門団体の

機関等によっ て提供さ れている（ 大沢 2020）。  

 

（ ウ） デュ アル大学制度 

ド イ ツでは、 例えば、 一度職業専門学校10を 選んだ人材が大学コ ースに転換するには、 職

業専門学校での資格は認めら れず、 高等学校（ ギムナジウム等） にて大学入学資格を 新たに

取得し なければ、大学には入学出来なかっ た。そのよう な柔軟性のない制度を 是正する動き

と し て、 職業訓練校コ ースを 選んで職業資格及びマイ スタ ー資格を 取得し た人材が大学資

格を 取り たい場合、 仕事を 続けながら（ 大学入学資格を取得せず） 直接大学へ通っ て大学卒

                                                   
10 基幹学校修了者、 あるいは実科学校修了者を対象に、 職業の専門知識を 習得するための全日制学校である。 入学資格

と 修了年数は職業訓練分野ごと に異なり 、 １ ～３ 年である。 訓練内容は一般教養と 専門科目に分かれており 、 週 30 時

間程度の座学形式の訓練が行われる。  
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業資格を 取得出来る「 デュ アル大学制度」 が導入さ れた。 ド イ ツではホワイ ト カ ラ ーにおい

て、 各企業内で設定さ れている給与レ ベルで昇格するには、 通常社外の教育機関から 学位・

資格を取得し なければなら ない。こ のデュ アル大学制度を 通し て、マイ スタ ー資格保持者が

企業で仕事を し ながら 、大学に通う 場合、企業が学位取得の費用を 負担する こ と も あれば、

個人が連邦・ 州政府の公的支援を 受けるこ と も ある（ 経済産業省 2017） 。  

 

ウ 女性管理職・ 女性役員の割合 

図３ －14 に示すよう に、日本の管理職に占める女性の割合は 2015 年から の５ 年間で徐々

に上昇し ているも のの 2019 年で 14. 8％と 、 先進国の中でも 女性の社会進出が遅れている。

一方でド イ ツでは、 2015 年から 2019 年の５ 年間で、 29. 2％から 29. 4％の間で推移し てい

る。  

 

図３ －14 管理的職業従事者※に占める女性の割合の推移（ 2015～2019 年）  

 

 

※総務省「 労働力調査」 では、「 管理的職業従事者」 と は、 就業者のう ち、 会社役員、 企業の課長相当職以上、 管理的公

務員等。 また、「 管理的職業従事者」 の定義は国によっ て異なる。  

（ 出典） 総務省統計局「 労働力調査（ 長期時系列）」 及び I LOSTAT Databace に基づきかなテラ スが作成。  

 

グローバルな株式指数を提供し ているアメ リ カ 企業ＭＳ Ｃ Ｉ による レポート「 MSCI  Women 

on boar ds:  2019 Pr ogr ess Repor t 」 において示さ れた女性役員比率は図３ －15 のと おり で

ある。 ド イ ツでは、 2016 年から ４ 年の間に大幅に上昇し 、 2019 年は 33. 3％に達し ているの
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に対し て、日本では 8. 4％と １ 割にも 満たない状況である。ド イ ツの大幅な上昇の背景には、

2016 年１ 月１ 日に、 大企業に役員の最低 30％を女性にするこ と を 義務付ける法律が施行さ

れたこ と がある。  

 

図３ －15 MSCI  ACWI  I ndex11 構成企業（ 2, 765 社） における 国別の女性役員比率の推移 

（ 2016～2019 年）  

 

（ 出典） MSCI 「 Women on boar ds:  2019 Progr ess Repor t」 に基づき かなテラ スが作成。  

 

ド イ ツでは 1990 年代以降、公的機関における男女平等を 促進する ための法整備が進んだ。

その端緒と なっ たのは、「 連邦行政及び連邦裁判所における女性の地位向上並びに家庭と 職

業の両立の促進のための法律（ 女性の地位向上法） 」 （ 1994 年施行） と 、「 連邦の影響領域

にある委員会における男女の任命及び派遣に関する法律（ 連邦委員会構成法） 」 （ 1994 年

施行） の二つの法律である。 「 女性の地位向上法」 は 2001 年に「 連邦行政及び連邦裁判所

における 男女平等のための法律（ 連邦平等法） 」 と 改称さ れ、 対象と なる連邦の機関に対し

て、 女性比率が 50％未満の部署での人材の採用や昇進の際には、 同一の能力や専門的知識

を 有し ている場合は、 女性を 優先するこ と を 定める 等組織内での女性の登用を 強化する措

置が盛り 込まれている。 民間部門については、 2001 年に連邦政府と 経済団体と の間で、 企

業における男女間の機会均等を促進するための合意が締結さ れた。具体的には、仕事と 家庭

責任の両立支援策を 強化する と と も に、 指導的地位における 女性比率を 高める 自主目標が

設定さ れている（ 越智 2018） 。  

                                                   
11 米 MSCI 社が算出・ 公表する、 世界の株式を対象と し た株価指数をいう 。  
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その後、 2011年にソ フ ト ・ ク オータ 制12が、 次いで2016年１ 月１ 日から 、 大手企業108社に

対し て「 民間企業及び公的部門の指導的地位における 男女平等参加のための法律（ 以下、女

性ク オータ 法） 」 に基づき 、 監査役会の女性役員比率を30％以上と するこ と が、 義務付けら

れている。女性ク オータ 法の目的は、職場の意思決定に関与する男女の平等参画を 推進する

こ と で、 一般労働者にも その効果を波及さ せるこ と である （ 飯田 2019） 。  

こ こ で、ド イ ツ企業のコ ーポレート ガバナンスの特徴について言及する。その特徴と は、

業務執行機関である取締役会と 、 企業の最高統治機関である 監査役会から 構成さ れる 点で

ある。取締役会は企業の日常の業務の遂行や戦略目標の設定等の責務を 負う が、監査役会は、

取締役の任免、 投資計画、 人員計画、 賃金の決定等について強い権限を 持つ。 監査役会は株

主代表と 労働者代表で構成さ れ、 こ れは、 労働者が企業経営の意思決定に参画でき る「 共同

決定」 と いう ド イ ツ特有の制度に由来し ている。 500人以上の労働者を雇用する資本会社で

は、 「 共同決定法」 （ 1976年制定） が適用さ れ、 監査役会の設置が義務付けら れており 、 こ

れを 「 共同決定義務」 と いう （ 越智 2018） 。  

女性ク オータ （ 割当） が導入さ れる企業は、 共同決定義務の度合いにより 二つに分けら  

れる。 一つは、 完全な共同決定13義務のある上場大手 108 社である。 2016 年以降、 新たに監

査役の委員を 選出する場合、 女性比率（ 男性比率も ） を最低でも 30％以上にする義務が課

さ れる。 なお、 最終的に成立し た法律では、 株主代表と 労働者代表の総数に対し て 30％以

上の比率であれば良いと さ れた。 ただし 、 委員選出前に、 どちら かが異義を申し 立てた場合

は、別個に 30％規定が適用さ れる。女性比率が義務化さ れた比率に達し なかっ た場合には、

空いたポスト をそのままと し 、 空席を 維持し なければなら ない（ 空席制裁） 。  

も う 一つは、上場企業及び従業員500人超の共同決定義務のある約3, 500社であり 、監査役

会の1/3を労働者代表と するこ と が義務付けら れている。 監査役会、 取締役会や管理職（ 上

級・ 中級の二層） における女性比率を 高めるための目標値や具体的な取組内容を 2015年９ 月

末までに設定するよう 女性ク オータ 法は求めている。 目標値の下限は規定さ れていないが、

現状では女性比率が30％未満の場合、現状を 上回る目標を 設定し なければなら ない。最初の

目標達成期限は2017年６ 月末で、 次の目標設定と 達成期限は５ 年以内と さ れる。 ただし 、自

主目標を 達成でき なかっ た企業への法的制裁は特に設けら れていない（ 飯田 2019） 。  

  

                                                   
12 取締役指名に際し てジェ ンダー・ ダイ バーシティ の尊重を明記し たコ ーポレート ガバナンスコ ード の導入を図るも の

で、 規制の水準が法制化と 比べて緩やかな点が特色と なっ ている。  
13 完全な共同決定と は、 共同決定法により 監査役会の労働者代表と 、 株主代表を同数と するこ と を義務付けら れている

こ と を指す。  
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２  企業等の取組 

 

（ １ ） ド イ ツ企業における柔軟な働き 方と キャ リ ア形成の特徴 

 

表３ －16は、 ド イ ツ企業において代表さ れるワーク・ ラ イ フ・ バラ ンス（ 以下、 ＷＬ Ｂ と

略記） 関連制度である。 実際にド イ ツの企業を 調査し た松原・ 脇坂（ 2015） によると 、 働き

方の特徴は主に六つあると いう 。 第１ に、 ド イ ツの企業では女性はも と より 、 男性によるＷ

Ｌ Ｂ 関連制度の利用も 少なから ずあるほか、 職位にかかわら ず柔軟な働き 方が可能である。

第２ に、ド イ ツでは経営者がＷＬ Ｂ の推進に強いコ ミ ッ ト メ ント を 持っ ている。し たがっ て、

経営者が休暇を積極的に取得する等、ＷＬ Ｂ 実現に向け自ら 範を示すこ と も 少なく ない。第

３ に、 キャ リ アプロセスが「 見える化」 さ れており 、 キャ リ ア形成の上で短時間勤務制度の

利用が負の影響を 及ぼす可能性がある場合は、事前にその旨を 部下へ伝え、キャ リ アアッ プ

を 図り ながら ＷＬ Ｂ を 実現するためのマネジメ ント が行われていた。第４ に、管理職へキャ

リ アアッ プするために必要な就労時間と し て、 フ ルタ イ ム勤務時の80～90％（ 週４ 日～4. 5

日程度） で十分だと し ている。 また、 管理職も フ ルタ イ ム勤務の80～90％で職務を果たし て

いるケースが多い。 第５ に、 キャ リ アだけでなく 会議や出張について、 その出席に係る 判断

は従業員に任さ れている。 第６ に、 ド イ ツでは、 急激な業務量の変化に対し て外部から 人材

を 確保でき る等人事権が職場の部門長に委譲さ れている（ 松原・ 脇坂 2015） 。  

また、 別の松原（ 2020） による報告によると 、 ド イ ツ企業３ 社へのヒ アリ ング調査におい

て共通するこ と と し て、 「 現場」 の管理職の重要性が指摘さ れている。 採用、 異動、 昇進と

も に最終決裁権限は「 現場」 の管理職にある。 管理職は部下のキャ リ アに関し て支援する立

場であり 、 本人の意向を重視し 、 現場の業務運営の最適解を判断する。 その決断に至る ディ

スカ ッ ショ ンには大変多く の時間が割かれている（ 松原 2020） 。  

  



129 

表３ －16 ド イ ツ企業における主なＷＬ Ｂ 関連制度例 

短期交代労働 
ある期間中の、 あら かじ め定めら れた一定の時間数勤務す

る 。  

部分退職 
定年退職への準備期間と し て、 個人の労働時間を 段階的、

定期的に短縮する。  

無定形労働、  

可変フ レ ッ ク スタ イ ム 

労働時間数は定めら れている が、 従業員は場所と 期間を 自

由に選択する こ と ができ る。  

信頼労働時間制度 

無定形労働と は異なり 、 労働量は定めら れている が、 従業

員は会社と 調整し て労働時間の長さ 、 場所、 期間を 決める

こ と ができ る 。  

自律的労働 
在宅勤務等で、 あら かじ め定めら れた労働量で労働時間は

個別に決める こ と ができ る。 在宅勤務法に従う 。  

労働時間口座 
労働者が個人の口座に残業時間等の労働時間を 貯蓄し 、 休

暇等に利用でき る。  

期間幅モデル 一定期間の中で労働時間を 延長または短縮でき る 。  

モジュ ラ ー制度 
従業員ごと 、 またはグループごと に個別に時間モデルを 選

ぶこ と ができ る 。 日次、 週次、 月次、 年次のモデルがある。 

生産時間 
グループの仕事や目標で用いら れる 管理指標で、 実際の時

間に対する目標時間の割合と し て定めら れている 。  

サバティ カ ル 

（ 長期有給休暇）  

使途に制限がない職務を 離れた長期休暇で、 １ か月から １

年間の休暇を 取るこ と ができ る 。  

フ レ キシブルな無給特別休暇 

（ 「 フ ルタ イ ム・ セレ ク ト 」  

モデル）  

監督者の承認によ り 付与する 年間20日ま で の無給追加休

暇。  

（ 出典） リ ク ルート ワーク ス研究所， 2018，「 Wor ks Repor t 2018――フ レキシブル・ ワーク 欧米８ カ 国の働き 方改革（ 政

策・ 事例） ド イ ツ編」 より 抜粋。  
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（ ２ ） 具体的な企業の事例 

 

ア ボッ シュ （ Rober t  Bosch GmbH） の事例14 

ボッ シュ（ Rober t  Bosch GmbH） は、1886年創業のド イ ツ を代表する機械メ ーカ ーである。

本拠地はド イ ツ南西部のシュ ト ゥ ッ ト ガルト で、世界150か国以上に展開し 、約40万人（ 2019

年） が働く グローバル企業、 コ ンツェ ルンである。 主要な分野はモビリ ティ ・ ソ リ ュ ーショ

ン、 自動車関連部品の生産・ 販売であり 、 ト ヨ タ 自動車系列のデンソ ーと 世界ト ッ プの地位

を 争う 。 ほかにも 包装等の工業技術、 暖房やスマート 住宅を含むエネルギー建設技術、 冷蔵

庫・ 洗濯機等の家電分野を 持つ。 全労働力に占める女性の割合は2019年度： 27. 4％（ 2018年

度： 27. 0％） で、 指導的地位の女性割合は2019年度： 17. 2％（ 2018年度： 16. 6％） である。  

ダイ バーシティ 室での社内文化づく り  

ボッ シュ は社長直属の部局と し てダイ バーシティ 室を 設置し ており 、 そこ でジェ ンダー、

世代、国や宗教の多様性を 認め、差別なく キャ リ アを 形成し ていく ための社内文化づく り に

取り 組んでいる 。 ダイ バーシティ 室では制度の整備よ り も 制度活用のための社内文化の変

革を 重視し ている。 その理由は、「 すでに法的な枠組や社内の制度はだいぶ以前から 存在し

ているにも かかわら ず、 それら が利用さ れていないと いう 現実がある」 から だと いう 。 制度

が生かさ れるためには、 「 人びと の考え方」 「 働く 文化」 を 変える必要があると する。 ボッ

シュ は社内の人事プロセス及び新人採用の過程において「 キャ リ アに差をつけない」 も のと

し て、 男性か女性か、 高齢か若年か、 出身地の違い、 と いう 点に加え、 フ ルタ イ ムで働く か

パート タ イ ムで働く か、 職場で働く か家やカ フ ェ で働く か、 と いう 点を あげ、 いずれの条件

であっ ても 同じ キャ リ アの形成を 行う と し ている。  

管理職の短時間パート 勤務・ 在宅勤務の促進 

ボッ シュ の試みの中で日本では見ら れない特に注目すべき 点は、 管理職の意識変革のた

めに、 管理職を 短時間パート 勤務や在宅勤務と し た試みである 。 2012年にボッ シュ は創立

125周年を迎えたが、 その記念事業と し て、 125人の管理職に125日間、 労働時間を 短く し て

働く か、最低週１ 日は家で働く と いっ た柔軟な働き 方で働いても ら う こ と が提案さ れた。結

果的に150人以上の管理職がこ れに応募し 、 短時間パート 勤務や在宅勤務で働き はじ めた。

こ のプロ ジェ ク ト はその後も 継続し 、 その後1, 000人以上の管理職がこ のプロ ジェ ク ト に参

加し ている。  

継続的なキャ リ ア形成 

2012年に規定さ れた「 家族介護時間法」 も 管理職にと っ て重要であっ た。 ボッ シュ では、

                                                   
14 以下を参照。 Bosch, 2020a, “ Bosch annual  r epor t  2019 I nnovat i on f or  t i mes of  t r ansi t i on, ” Bosch HP,  ( Ret r i

eved November  20, 2020, ht t ps: //asset s. bosch. com/medi a/gl obal /bosch_ gr oup/our _ f i gur es/pdf /bosch-annual -r ep

or t -2019. pdf ) 、 Bosch, 2020b, “ Sustai nabi l i t y r epor t  2019 f act book, ” Bosch HP,  ( Ret r i eved November  20, 2020,

ht t ps: //asset s. bosch. com/medi a/gl obal /sust ai nabi l i t y/r epor t i ng_ and_ dat a/2019/bosch-sust ai nabi l i t y-r epor t

-2019-f act book. pdf ) 及び田中洋子， 2020，「 ド イ ツ企業の管理職における 短時間パート 勤務と ジョ ブシェ アリ ング：

企業調査から みる働き方改革の実態」『 筑波大学地域研究』 41:  9-29．  

https://assets.bosch.com/media/global/bosch_group/our_figures/pdf/bosch-annual-rep
https://assets.bosch.com/media/global/sustainability/reporting_and_data/2019/bosch-sustainability-report


131 

他の多く のド イ ツ企業同様、「 タ レ ント ・ プール」 と 呼ばれる人材を 集めたデータ ベースに

入っ ている管理職・ 管理職候補者のみに、ド イ ツ国内や外国勤務等の転勤や職務の転換を求

めている。その際、例えば、夫婦が共働き である、子ども が小さ い、老親の近く にいたい等、

家族の事情により 現在の勤務地を 離れたく ないケースが存在する。 従来であれば、 管理職・

管理職候補が個人的理由で転勤を 断るこ と は、 キャ リ アがそこ で止まる こ と を 意味し てい

た。 し かし ボッ シュ ではこ の方針を変え、 転勤の代わり に「 家族時間」 を取得するこ と で、

転勤を 断る こ と ができ るよ う になっ た。 こ れにより 会社は家族の事情により 当分転勤がで

き ないこ と を 了承し 、次の機会を 待つこ と と なっ た。個人や家族の事情によ る勤務地の制約

があっ た場合にも 、 管理職と し て継続的なキャ リ ア形成が可能と なっ たわけである。  

タ ンデム方式の採用 

2015年以降に導入さ れたタ ン デム方式は、 ２ 人の短時間パート 勤務による一つの管理職

のジョ ブシェ アリ ングである 。当初は「 世代間タ ンデム」と いう やり 方がと ら れた。こ れは、

年齢が高く 、短時間パート 勤務に移り たいと 希望する経験を積んだ年配者と 、仕事経験がな

い若い人がタ ン デムと いう コ ンビ を 組み、 こ の２ 人がどち ら も 短時間パート 勤務で働き な

がら 一つの仕事を 行っ ていく 方法である。2016年には、こ のよう に短時間パート 勤務を 行う

２ 人がジョ ブシェ アリ ングを 行う ためのソ フ ト ウェ アが社内システムと し て正式に導入さ

れ、社内の誰でも がジェ ブシェ アリ ン グの候補者と し て登録し つつ、自分の仕事パート ナー

を 検索し て見つけるこ と ができ るよう になっ た。  

 

イ  アリ アンツ（ Al l i anz SE） の事例15 

アリ アンツ（ Al l i anz SE） は、 1890年に設立さ れた保険会社である。 ミ ュ ンヘンに本社を

置き 、 保険や資産運用に関わる商品・ サービス・ ソ リ ュ ーショ ンを 70以上の国と 地域で提供

し ている。 従業員数は147, 268人（ 2019年） で、 全労働力に占める女性の割合は51％（ 2019

年） である。 人事制度の運営にあたっ ては、 従業員エンゲージメ ント や多様性を 重視し てお

り 、 多様性を より 促進し ていく ため、 女性は管理職への登用が重要であると し ている。 指導

的地位の女性割合は38％（ 2019年） である。  

人材育成プログラ ム 

女性向けのプログラ ムと し て、 「 多様性リ ーダーシッ プ・ プログラ ム」 、 「 社内育成プロ

グラ ム」 及び「 キャ リ ア・ ワーク ショ ッ プ」 がある。「 多様性リ ーダーシッ プ・ プログラ ム」

は、 優秀な業績を 残し 、 選抜さ れた女性従業員のみが参加可能なプログラ ムである。 参加者

は、自分は将来どう いっ たキャ リ アを 積みたいかを 踏まえて目標を 定め、その内容に基づき 、

                                                   
15 以下を参照。 Al l i anz, 2020a, “ Al l i anz Gr oup key i ndi cator s, ” Al l i anz HP,  ( Ret r i eved November  20, 2020, ht t p

s: //www. al l i anz. com/en/i nvest or _ r el at i ons/r esul t s-r epor t s/key-f i gur es. ht ml ) 、 Al l i anz, 2020b, “ Sustai nabi l

i t y Repor t  2019, ” Al l i anz HP,  ( Ret r i eved November  20, 2020, ht t ps: //www. al l i anz. com/content/dam/onemar ket i

ng/azcom/Al l i anz_ com/sust ai nabi l i t y/document s/Al l i anz_ Gr oup_ Sust ai nabi l i t y_ Repor t _ 2019-web. pdf ) 及び田中

栄嗣， 2017， 「 諸外国における女性活躍推進について――イ ギリ ス、 ド イ ツ、 スウェ ーデンの事例」 『 損保総研レポー

ト 』 118．  

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketi
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２ 年間に渡っ て経営陣の指導を受ける。「 社内育成プログラ ム」 は、 指導役が部下の女性に

対し て専門的な知識を も と にアド バイ スやサポート を 行う こ と によ り 、 当該女性従業員の

能力向上を図るこ と を 目的と し ている。 「 キャ リ ア・ ワーク ショ ッ プ」 は、 交渉、 コ ン フ リ

ク ト 管理、プレ ゼンテーショ ン等、キャ リ ア形成に必要なスキルを 身に付けるこ と を 支援す

るプログラ ムである。 なお、 女性限定のプログラ ム以外に、 男女双方を 対象と し たプロ グラ

ムも 複数運営さ れている。  

復帰プラ ン 

女性管理職が復職し やすく するためのプラ ンと し て「 リ ーダーの親」 を導入し た。 親時間

取得中の就労者には子ども が生後６ か月まで以前と 同じ 役職での復職を 保証するほか、 上

司の許可があれば、 労働時間と 労働場所について柔軟に対応を 行う と し た。 また、 休業中も

社内教育指導プログラ ムを 提供する。 本プラ ン実施の結果、 前職場に復帰でき た、 も し く は

休業前と 同じ 役職で復帰でき たケースが９ 割以上に上昇し 、 女性管理職のつなぎと めに効

果を 発揮し ている。  

 

ウ フ ォ ルク スワーゲン・ グループ（ Ｖ Ｗ） の事例16 

フ ォ ルク スワーゲン・ グループ（ VW） は、 1937年設立のド イ ツのニーダーザク セン州ヴォ

ルフ スブルク に本社を 置く 自動車製造会社である。 従業員数は671, 205人（ 2019年） で、 全

労働力に占める女性の割合は16. 8％（ 2019年） である。  

家庭と 仕事の両立のために様々な施策を行う「 フ ァ ミ リ ー・ フ レンド リ ー企業」 であるこ

と が人材確保には重要である と 考えている。 また、 国連の「 持続可能な開発目標（ SDGs） 」

に基づき 、女性の比率を持続的に高めていく 方針を 明ら かにし ており 、指導的地位の女性割

合は14. 3％（ 2019年） である 。  

社外用プログラ ム 

VWは、有能な女性を 募集するため、広く 社外の人に向けても 様々なプログラ ム提供を 行っ

ている。 例えば、 政府主導のイ ベント である「 ガールズ・ デイ 17」 等に協賛し ている。 グル

ープ内で乗用車を 製造し ているポルシェ は、 毎年ガールズ・ デイ に協賛し ており 、 エン ジン

の組み付け等を経験し ても ら っ ている。 そのほか、 2004年以降、 機械工学、 電子工学等の研

究を 行う 女性をサポート する ため、 隔年で「 女性ド ラ イ ビング賞」 を設け、 自動車に関連し

た優れた研究論文を作成し た女性を選定し 、表彰を 行っ ている。表彰対象者は賞金に加え、

VWが所有する安全コ ースで安全運転講習を 受けるこ と ができ る。また、工学やＩ Ｔ 専攻の大

学在学中の学生や卒業生を 対象と し て、技術やＩ Ｔ について学習する「 女性エク スペリ エン

                                                   
16 以下を参照。 田中栄嗣， 2017， 「 諸外国における女性活躍推進について――イ ギリ ス、 ド イ ツ、 スウェ ーデンの事例」

『 損保総研レポート 』 118 及び Vol kswagen, 2020, “ The Vol kswagen Group Sust ai nabi l i t y Repor t  2019, ” Vol kswag

en HP,  ( Ret r i eved November  20, 2020, ht t ps: //www. vol kswagenag. com/presence/nachhal t i gkei t /document s/sust ai

nabi l i t y-r epor t /2019/Nonf i nanci al _ Repor t _ 2019_ e. pdf ) .  
17 2001 年に始まっ たド イツ全土で開催さ れる大規模イ ベント である。 女性が少ない理工研究分野や技術系職種への労

働参加を促すべく 、 企業や大学等が若い女性（ 主に小中高生） を招待し 、 科学系分野や技術系分野における自分のキ

ャ リ アを考えるき っ かけを与えるこ と を目的と し ている。  

https://www.volkswagenag.com/presence/nachhaltigkeit/documents/sustai
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ス・ デイ 」 と いう プログラ ムを提供し ている。  

子育て支援 

VWでは子ども のいる役職員のために自社内に保育施設を 保有し ており 、 今後も 引き 続き

拡張し ていく と し ている。本社には緊急保育連絡先が置かれ、仕事で困難な状況に直面し た

従業員が保育の依頼を するこ と ができ る。 また、 グループ内では、 個々の会社独自のプログ

ラ ムを用意し ている会社も ある。例えば、VWロシアでは会社が費用負担する子連れキャ ンプ

を 実施し たり 、VWポーラ ン ド では妊娠・ 出産後の女性のために快適なオフ ィ ス用椅子や職場

に近い駐車スペースを 与えたり し ている。  
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